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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホイールベース長が可変な移動体に搭載され、前記移動体の走行を支援する走行支援装
置であって、
　前記移動体の前記ホイールベース長に関するホイールベース長情報を取得するホイール
ベース長情報取得部と、
　前記移動体の周辺の障害物に関する障害物情報を取得する障害物情報取得部と、
　前記障害物情報取得部で取得した障害物情報に基づいて、前記移動体の減速制御を行う
減速制御部と、を備え、
　前記減速制御部は、前記ホイールベース長情報取得部で取得した前記ホイールベース長
情報に応じて、前記減速制御を変更し、
　前記減速制御部は、
　前記移動体の周辺に設定された複数のエリアと前記複数のエリアごとに設定された減速
パターンとを含む減速制御マップによって前記減速制御を行うものであって、
　前記複数のエリアのうち前記障害物が存在する障害物存在エリアを前記障害物情報に基
づき検出したとき、検出した前記障害物存在エリアにおける前記減速パターンで前記減速
制御を行うと共に、
　前記ホイールベース長情報に応じて、前記減速制御マップにおける前記複数のエリアを
変更すること特徴とする走行支援装置。
【請求項２】
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　前記障害物情報取得部は、前記移動体の前方の前記障害物に関する障害物情報を取得し
、
　前記減速制御部は、前記減速制御マップにおいて前記移動体の前方に設定された複数の
エリアのうち少なくとも１つを、前記ホイールベース長が長くなるに従って前方に拡長す
るように、又は、前記ホイールベース長が短くなるに従って幅方向に拡長するように変更
することを特徴とする請求項１記載の走行支援装置。
【請求項３】
　前記減速制御部は、前記移動体の速度が所定速度以下となるように前記減速制御を行う
ことを特徴とする請求項１又は２記載の走行支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホイールベース長が可変な移動体の走行を支援する走行支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の走行支援装置としては、移動体の周辺の障害物に関する障害物情報を取得し、取
得した障害物情報に基づいて移動体の減速制御を行うものが知られている。例えば、特許
文献１には、車両（移動体）の前方を監視し、障害物が検知された場合に該障害物の存在
するエリアに応じて減速制御を行う走行支援装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２４２５４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、ホイールベース長が可変な移動体においては、そのホイールベース長次第で、
同様な減速制御を行う場合でも、不要な減速制御になったり減速が不足したり等、移動体
の挙動が乱れるおそれがある。そのため、上述したような走行支援装置では、減速制御が
適切に行われないおそれがある。
【０００５】
　そこで、本発明は、ホイールベース長が可変な移動体において、減速制御を適切に行う
ことが可能な走行支援装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係る走行支援装置は、ホイールベース長が可変な移
動体に搭載され、移動体の走行を支援する走行支援装置であって、移動体のホイールベー
ス長に関するホイールベース長情報を取得するホイールベース長情報取得部と、移動体の
周辺の障害物に関する障害物情報を取得する障害物情報取得部と、障害物情報取得部で取
得した障害物情報に基づいて、移動体の減速制御を行う減速制御部と、を備え、減速制御
部は、ホイールベース長情報取得部で取得したホイールベース長情報に応じて、減速制御
を行うことを特徴とする。
【０００７】
　この走行支援装置では、ホイールベース長情報に応じて減速制御が変更されるため、減
速制御にホイールベース長を考慮することができ、減速制御が行われた際にホイールベー
ス長に起因して移動体の挙動が乱れるのを抑制することができる。よって、ホイールベー
ス長が可変な移動体において、減速制御を適切に行うことが可能となる。
【０００８】
　また、上記作用効果を好適に奏する構成として、具体的には、減速制御部は、移動体の
周辺に設定された複数のエリアと複数のエリアごとに設定された減速パターンとを含む減
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速制御マップによって減速制御を行うものであって、複数のエリアのうち障害物が存在す
る障害物存在エリアを障害物情報に基づき検出したとき、検出した障害物存在エリアにお
ける減速パターンで減速制御を行うと共に、ホイールベース長情報に応じて、減速制御マ
ップにおける複数のエリアを変更する構成が挙げられる。
【０００９】
　また、障害物情報取得部は、移動体の前方の障害物に関する障害物情報を取得し、減速
制御部は、減速制御マップにおいて移動体の前方に設定された複数のエリアのうち少なく
とも１つを、ホイールベース長が長くなるに従って前方に拡長するように、又は、ホイー
ルベース長が短くなるに従って幅方向に拡長するように変更することが好ましい。ここで
、通常、移動体の挙動特性にあっては、ホイールベース長が長い場合には、高速で旋回半
径が大きい一方、ホイールベース長が短い場合には、低速で旋回半径が小さい。そのため
、複数のエリアの少なくとも１つを、ホイールベース長が長くなるに従って前方に拡長す
るように、又は、ホイールベース長が短くなるに従って幅方向に拡長するように変更する
と、
ホイールベース長による上記挙動特性に適応した好適な減速制御が可能となり、減速制御
を一層適切に行うことが可能となる。
【００１０】
　また、減速制御部は、移動体の速度が所定速度以下となるように減速制御を行う場合が
ある。この場合、移動体と障害物との接触を予防する上で好適な減速制御が行われること
となる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ホイールベース長を変更可能な移動体において、減速制御を適切に行
うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る走行支援装置を示すブロック図である。
【図２】移動体を示す側面図である。
【図３】図１の走行支援装置の動作を示すフローチャートである。
【図４】（ａ）はショートホイールベース時の障害物検出ゾーンを示す図であり、（ｂ）
はロングホイールベース時の障害者検出ゾーンを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、
以下の説明では、同一又は相当要素には同一符号を付し、重複する説明は省略する。また
、「前」「後」「左」「右」「上」「下」の語は、移動体の前後方向、左右方向、上下方
向に対応するものである。
【００１４】
　図１は、本発明の一実施形態に係る走行支援装置を示すブロック図である。図１に示す
ように、本実施形態の走行支援装置１は、ホイールベース長が可変な移動体Ｘに搭載され
ている。そこで、まず、この移動体Ｘについて説明する。
【００１５】
　図２（ａ）はショートホイールベース（歩行モード）時の移動体を示す側面図であり、
図２（ｂ）はロングホイールベース（走行モード）時の移動体を示す側面図である。図２
に示すように、移動体Ｘは、１人乗りの電気車両であり、前方の２つの前輪Ｔｆ及び１つ
の後輪Ｔｒを含んで構成された３輪車両である。移動体Ｘでは、駆動モータ１６（図１参
照）の駆動によって駆動力を発生し、駆動モータ１６の回生とブレーキ１７（図１参照）
によって制動力を発生する。この移動体Ｘは、車道、歩道、施設内の作業エリア等の様々
な場所における路面、床、地面等の走行面２１を走行可能とされている。この移動体Ｘは
、運転者が座る座席２２の左右に設けられた操作レバーやスイッチによって操作される。
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【００１６】
　この移動体Ｘは、ホイールベース長（つまり、前輪Ｔｆの軸中心と後輪Ｔｒの軸中心と
の間の距離）を可変しつつ、走行面２１に対する傾斜状態を可変して変形する機構を備え
ている。ここでの移動体Ｘは、図２（ａ）に示す歩行モード(低速モード)と、図２（ｂ）
に示す走行モード(高速モード)との２つの走行モードで走行するよう変形可能されている
。
【００１７】
　歩行モード時の移動体Ｘ１は、歩行者の歩行速度で走行可能とされ、例えば最高６ｋｍ
／ｈで走行可能とされている。また、歩行モード時の移動体Ｘ１は、走行モード時の移動
体Ｘ２に対し、重心位置が高く、ホイールベース長が短くされている。これにより、移動
体Ｘ１では、小さな旋回半径で旋回可能となっている。
【００１８】
　一方、走行モード時の移動体Ｘ２は、比較的高速で走行可能とされ、例えば最高３０ｋ
ｍ／ｈで走行可能とされている。また、走行モード時の移動体Ｘ２は、歩行モード時の移
動体Ｘ１に対し、重心位置が低く、ホイールベース長が長く短くされている。これにより
、移動体Ｘ２では、高速走行時での安定化が図られている。
【００１９】
　この移動体Ｘにあっては、例えば運転者によりスイッチが操作されると、歩行モードと
走行モードとの間で車両姿勢が変化するよう変形する。具体的には、例えば歩行モードか
ら走行モードへと移動体Ｘを変形する場合、可変用モータ（アクチュエータ）を駆動して
後輪Ｔｒを前輪Ｔｆに対して後方へ相対移動させ、ホイールベース長を伸張しつつ（長く
しつつ）低背化して重心位置を低くすると共に、移動体Ｘの傾斜状態を走行面２１に対し
後傾にする（移動体Ｘの前方側が上に向き且つ後方側が下に向くように変形する）。
【００２０】
　他方、例えば走行モードから歩行モードへと移動体Ｘを変形する場合、可変用モータを
駆動して後輪Ｔｒを前輪Ｔｆに対して前方へ相対移動させ、ホイールベース長を縮小しつ
つ（短くしつつ）高背化して重心位置を高くすると共に、移動体Ｘの傾斜状態を走行面２
１に対し前傾にする（移動体Ｘの前方側が下に向き且つ後方側が上に向くように変形する
）。
【００２１】
　図１に戻り、走行支援装置１は、通常、運転者によるアクセル操作とブレーキ操作に応
じた車両速度に制御する。特に、走行支援装置１は、障害物（例えば、歩行者、自転車等
の移動物体や、電柱、郵便ポスト、落下物等の静止物体）との関係で安全に走行するため
に、移動体Ｘと障害物との相対位置関係に応じて最高速度（所定速度）を設定し、移動体
Ｘの車両速度が最高速度以下となるよう減速制御する。
【００２２】
　この走行支援装置１は、レーザレーダ１０、ホイールベース長検出センサ１１、速度セ
ンサ１２、インバータ１３、ブレーキアクチュエータ１４及びＥＣＵ（Electronic Contr
ol Unit）１５を備えている。
【００２３】
　レーザレーダ１０は、レーザ光を利用して移動体Ｘの前方の障害物を監視し検出するも
のである。レーザレーダ１０は、移動体Ｘの前方（進行方向）に取り付けられている。こ
のレーザレーダ１０では、レーザ光を水平にスキャンしながら前方に向けて出射し、反射
してきたレーザ光を受光し、そのレーザ光のデータをレーダ信号としてＥＣＵ１５に出力
する。このレーダ信号のデータには、移動体Ｘに対する障害物の相対位置（距離及び方向
）等の障害物情報が含まれている。
【００２４】
　ホイールベース長検出センサ１１は、移動体Ｘのホイールベース長を検出するためのセ
ンサである。ここでのホイールベース長検出センサ１１は、ホイールベース長を可変する
ために作動する上記可変用モータの回転数を検出し、この回転数に基づいてホイールベー
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ス長を導出し検出する。ホイールベース長検出センサ１１は、検出したホイールベース長
をホイールベース長信号としてＥＣＵ１５に出力する。
【００２５】
　速度センサ１２は、移動体Ｘの車両速度を検出するためのセンサである。速度センサ１
２は、検出した車両速度を速度信号としてＥＣＵ１５に出力する。
【００２６】
　インバータ１３は、駆動モータ１６の回転駆動／回生発電を制御するインバータである
。インバータ１３は、ＥＣＵ１５から入力されたモータ駆動信号に応じて、バッテリ（図
示せず）に充電されている電力を駆動モータ１６に供給する。また、インバータ１３では
、ＥＣＵ１５から入力されたモータ回生制御信号に応じて、駆動モータ１６の回生発電に
よる電力をバッテリに充電する。
【００２７】
　駆動モータ１６は、移動体Ｘの駆動源である電気モータとしての機能を有している。具
体的には、この駆動モータ１６は、インバータ１３から電力が供給されると、その電力に
応じて回転駆動して駆動力を発生する。また、駆動モータ１６は、ジェネレータとしての
機能を有しており、車輪Ｔｆ，Ｔｒの回転エネルギ（運動エネルギ）を電気エネルギに変
換し、回生発電を行う。具体的には、駆動モータ１６は、インバータ１３による制御によ
って回生発電し、回生発電した電力をインバータ１３を介してバッテリに充電する。
【００２８】
　ブレーキアクチュエータ１４は、移動体Ｘのブレーキ１７を作動させるアクチュエータ
である。ブレーキアクチュエータ１４では、ＥＣＵ１５からメカブレーキ制御信号が入力
されると、そのメカブレーキ制御信号に応じてブレーキ１７を作動させる。
【００２９】
　ＥＣＵ１５は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等からなる電子制御ユニットであり、走行支援
装置１を統括制御するものである。ＥＣＵ１５は、各センサ１０，１１，１２から入力さ
れた各検知信号に基づいて、インバータ１３、ブレーキアクチュエータ１４に各制御信号
をそれぞれ出力する。このＥＣＵ１５では、減速制御マップを用い、移動体Ｘの車両速度
及びホイールベース長に応じて移動体Ｘの減速制御を行う（詳しくは、後述）。
【００３０】
　次に、上述した走行支援装置１の動作について、図３に示すフローチャートを参照しつ
つ説明する。
【００３１】
　本実施形態の走行支援装置１では、まず、ホイールベース長検出センサ１１によって移
動体Ｘのホイールベース長を検出する（Ｓ１）。続いて、ＥＣＵ１５において、ホイール
ベース長がショートホイールベースの場合（つまり、歩行モード時の場合）、減速制御マ
ップにショートホイールベース用マップを設定する（Ｓ２→Ｓ３）。一方、検出したホイ
ールベース長がロングホイールベースの場合（つまり、走行モード時の場合）、減速制御
マップにロングホイールベース用マップを設定する（Ｓ２→Ｓ４）。
【００３２】
　この減速制御マップは、移動体Ｘの前方において該移動体Ｘが走行する経路上の領域に
設定された領域である障害物検出ゾーンＺを含んでいる。具体的には、図４に示すように
、障害物検出ゾーンＺは、移動体Ｘが前方へ直進走行している場合、移動体Ｘの前方にお
いて矩形状に拡がる仮想領域としての障害物検出ゾーンＺが設定される。
【００３３】
　ここでの障害物検出ゾーンＺは、その領域が、幅方向に３分割と奥行き方向に３分割の
９つのエリアＣ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３に分割されて構成
されている。具体的には、障害物検出ゾーンＺには、中央に衝突監視エリアＣ１～Ｃ３が
設けられ、その左側に周辺監視エリアＬ１～Ｌ３が設けられ、右側に周辺監視エリアＲ１
～Ｒ３が設けられている。
【００３４】
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　なお、衝突監視エリアＣ１～Ｃ３では、移動体Ｘの進路上に位置することから、障害物
が存在すると移動体Ｘと衝突する可能性が高いため、十分な安全性の確保が必要とされる
。周辺監視エリアＬ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３では、移動体Ｘの進路の側方に位置することか
ら、障害物が存在すると移動体Ｘがその障害物の脇をすり抜けて走行するため、注意が必
要とされる。
【００３５】
　衝突監視エリアＣ１～Ｃ３の幅は、移動体Ｘの幅よりも広く、周辺監視エリアＬ１～Ｌ
３，Ｒ１～Ｒ３に障害物が存在する場合にその脇を安全にすり抜けるための余裕分の幅を
有している。周辺監視エリアＬ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３の幅は、衝突監視エリアＣ１～Ｃ３
の幅と同程度でもよいし、道路幅等に応じた幅等でもよい。また、障害物検出ゾーンＺで
最も移動体Ｘ寄りのエリアＣ１，Ｌ１，Ｒ１、次のエリアＣ２，Ｌ２，Ｒ３、最も移動体
Ｘから離れたエリアＣ３，Ｌ３，Ｒ３の前後方向の長さ（以下、単に「長さ」という）の
それぞれは、同じでもよいし、移動体Ｘ寄り程短くする等長さを変えてもよい。
【００３６】
　また、障害物検出ゾーンＺにおいて衝突監視エリアＣ１～Ｃ３と周辺監視エリアＬ１～
Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３との各長さは、同じでもよいし、衝突監視エリアＣ１～Ｃ３の移動体Ｘ
寄りを短くする等長さを変えてもよい。これらの幅や奥行き方向の長さについては、実験
等によって設定されている。
【００３７】
　また、減速制御マップは、障害物検出ゾーンＺの各エリアＣ１～Ｃ３，Ｌ１～Ｌ３，Ｒ
１～Ｒ３ごとにそれぞれ設定された最高速度（減速パターン）を含んでいる。障害物検出
ゾーンＺのうち最も移動体Ｘ寄りのエリアＣ１，Ｌ１，Ｒ１、次のエリアＣ２，Ｌ２，Ｒ
３、最も移動体Ｘから離れたエリアＣ３，Ｌ３，Ｒ３の各最高速度は、移動体Ｘに近いほ
ど低い最高速度が設定される。
【００３８】
　さらに、衝突監視エリアＣ１～Ｃ３と周辺監視エリアＬ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３とでは、
衝突監視エリアＣ１～Ｃ３の方が低い最高速度が設定される。これらの各エリアＣ１～Ｃ
３，Ｌ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３の最高速度については、各エリアＣ１～Ｃ３，Ｌ１～Ｌ３，
Ｒ１～Ｒ３までの距離や方向に応じて実験等によってそれぞれ設定されている。また、こ
の最高速度は、移動体Ｘに適用される法律上の最高速度に応じて、少なくともそれ以下の
速度がそれぞれ設定されている。
【００３９】
　ここで、通常、移動体Ｘの挙動特性はホイールベース長に応じて変化するため、移動体
Ｘにとっては、ホイールベース長に応じて安全なエリアが変わる。すなわち、ホイールベ
ース長が長いと、高速で旋回半径が大きくなって減速が困難であることから、減速開始が
遅れないようにすべく、移動体Ｘの前方側の監視エリアが一層要される。また、ホイール
ベース長が短いと、低速で旋回半径が小さくなることから、小さな旋回時に対応すべく、
移動体Ｘの前側方の監視エリアが一層要される。
【００４０】
　そこで、本実施形態では、ショートホイールベース用マップの障害物検出ゾーンＺｌと
ロングホイールベース用マップの障害物検出ゾーンＺｈとにおいては、そのエリアＣ１～
Ｃ３，Ｌ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３の幅が互いに異なっている。具体的には、障害物検出ゾー
ンＺｌにおける衝突監視エリアＣ１～Ｃ３の幅ＷＣｌが、障害物検出ゾーンＺｈにおける
衝突監視エリアＣ１～Ｃ３の幅ＷＣｈよりも大きくなっている。また、障害物検出ゾーン
Ｚｌにおける周辺監視エリアＬ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３の幅ＷＰｌが、障害物検出ゾーンＺ
ｈにおける周辺監視エリアＬ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３の幅ＷＰｈよりも大きくなっている。
【００４１】
　また、ショートホイールベース用マップの障害物検出ゾーンＺｌにおける長さＬｌと、
ロングホイールベース用マップの障害物検出ゾーンＺｈにおける長さＬｈとが、互いに異
なっている。ここでは、障害物検出ゾーンＺｈにおける長さＬｈが、障害物検出ゾーンＺ
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ｌにおける長さＬｌよりも大きくなっている。
【００４２】
　他方、検出したホイールベース長がショートホイールベースとロングホイールベースと
の間の中間ホイールベースの場合（つまり、ホイールベース長の可変時の場合）、ショー
トホイールベース用マップとロングホイールベース用マップとを以下のように補完してな
る中間ホイールベース用マップを、減速制御マップとして設定する（Ｓ２→Ｓ５）。
【００４３】
　すなわち、ホイールベース長Ｈは、ショートホイールベース長Ｈｌとし、ロングホイー
ルベース長Ｈｈとしたとき、下式（１）で表せる。つまり、この下式（１）では、ｍ＝０
のときのホイールベース長Ｈは、ショートホイールベース長Ｈｌであり、ｍ＝１のときの
ホイールベース長Ｈは、ロングホイールベース長Ｈｈを意味する。
　　　　　　　　　　　　Ｈ＝Ｈｌ＋ｍ×（Ｈｈ－Ｈｌ）　…（１）
　但し、ｍ：変数（０≦ｍ≦１）。
【００４４】
　よって、中間ホイールベース用マップでは、例えば障害物検出ゾーンＺの周辺監視エリ
アの幅ＷＰについて、下式（２）に示すように、幅ＷＰｌ及び幅ＷＰｈを線形補完し設定
する。ちなみに、障害物検出ゾーンの長さ、衝突監視エリア、及び各エリアごとに設定さ
れた最高速度についても、下式（２）と同様にして線形補完し設定できる。
　　　　　　　　　　ＷＰ＝ＷＰｌ＋ｍ×（ＷＰｈ－ＷＰｌ）　…（２）
【００４５】
　続いて、ＥＣＵ１５において、設定された減速制御マップを用いて減速制御を行う（Ｓ
６）。具体的には、レーザレーダ１０から入力されたレーダ信号に基づいて、移動体Ｘの
前方に障害物が存在するか否かを判定する。障害物が存在する場合、その障害物の移動体
Ｘに対する相対位置を算出する。この相対位置に基づいて、障害物検出ゾーンＺの複数の
エリアＣ１～Ｃ３，Ｌ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３のうち障害物が存在するエリア（以下、「障
害物存在エリア」という）を検出する。
【００４６】
　そして、検出した障害物存在エリアに設定された最高速度を、減速制御の目標値である
目標最高速度として決定する。障害物が複数存在し、障害物存在エリアを複数検出する場
合、目標最高速度が複数決定される場合がある。この場合、これら複数の目標最高速度の
うち最も低いものを最終的な目標最高速度として決定する。なお、障害物が存在しない場
合、目標最高速度を決定しない。この場合、常時、運転者によるアクセル操作に応じた速
度となる。
【００４７】
　最後に、速度センサ１２から入力された速度信号に基づいて、移動体Ｘの現在の車両速
度が目標最高速度以下か否かを判定する。移動体Ｘの現在速度が目標最高速度より高いと
判定した場合、移動体Ｘの速度が目標最高速度以下になるために必要な目標制動力を設定
し、この目標制動力に基づいてモータ回生制御信号をインバータ１３に送信し、さらに必
要な場合にはブレーキ制御信号をブレーキアクチュエータ１４に送信する。
【００４８】
　これにより、駆動モータ１６が回生発電して回生制動力を発生すると共に、ブレーキ１
７が作動して制動力を発生する。その結果、移動体Ｘの車両速度が目標最高速度以下に低
下されることとなる。なお、移動体Ｘの現在の車両速度が目標最高速度以下の場合、減速
制御を行わずにそのまま処理を終了する。
【００４９】
　以上において、ホイールベース長検出センサ１１がホイールベース長情報取得部を構成
し、レーザレーダ１０が障害物情報取得部を構成し、ＥＣＵ１５が減速制御部を構成する
。
【００５０】
　以上、本実施形態によれば、ホイールベース長に応じて減速制御が変更されるため、減
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速制御にホイールベース長を考慮することができ、減速制御が行われた際にホイールベー
ス長に起因して移動体の挙動が乱れるのを抑制することができる。よって、ホイールベー
ス長が可変な移動体Ｘにおいて、減速制御を適切に行うことが可能となる。すなわち、本
実施形態では、車両姿勢に適した減速パターンで減速制御できるため、不要な減速制御を
抑制しつつ必要な減速制御を行うことが可能となる。その結果、本実施形態にあっては、
ホイールベース長が変化する移動体Ｘにおいて、進行方向を監視して衝突可能性を判断し
減速する安全システムの減速パターンをホイールベース長に応じて変化できるものといえ
る。
【００５１】
　また、本実施形態では、上述したように、ホイールベース長に応じて、減速度マップに
おける障害物検出ゾーンＺのエリアＣ１～Ｃ３，Ｌ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３のエリア形状を
変更している。具体的には、ホイールベース長が長くなるに従って、エリアＣ１～Ｃ３，
Ｌ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３を前方に拡張するように（長さが大きくなるように）変更してい
る。また、ホイールベース長が短くなるに従って、エリアＣ１～Ｃ３，Ｌ１～Ｌ３，Ｒ１
～Ｒ３を幅方向に拡長するように（幅が大きくなるように）変更している。よって、ホイ
ールベース長に関する移動体Ｘの上記挙動特性に適応した好適な減速制御が可能となり、
減速制御を一層適切に行うことができる。さらに、移動体Ｘの挙動を安定化することがで
きる。
【００５２】
　なお、本実施形態では、上述したように、移動体Ｘの前方領域を分割してなるエリアＣ
１～Ｃ３，Ｌ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３ごとに最高速度を設定している。そして、移動体Ｘの
車両速度が、障害物が存在するエリアの最高速度以上とならないように減速制御を行って
いる。よって、障害物が衝突監視エリアＣ１～Ｃ３に存在する場合には、十分に低い速度
まで減速でき、障害物に対して安全性を確保できる。一方、障害物が周辺監視エリアＬ１
～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３に存在する場合には、衝突監視エリアＣ１～Ｃ３ほど低い速度までの
減速が要求されず、運転者は違和感を受けない。従って、障害物との接触を予防する上で
、障害物位置に応じた適切な減速制御を容易に行うことができる。
【００５３】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではない。例えば、上記実施形態では、１人乗りの電気車両を移動体としたが、移
動体は限定されるものではなく、ホイールベース長が可変なものであればよい。
【００５４】
　また、上記実施形態では、障害物検出ゾーンＺにおいて各エリアＣ１～Ｃ３，Ｌ１～Ｌ
３，Ｒ１～Ｒ３ごとに最高速度を減速パターンとして設定しているが、減速度や減速度の
変化割合等の他パラメータも減速パターンとして追加してもよい。
【００５５】
　また、上記実施形態のホイールベース長検出センサ１１は、ホイールベース長を可変す
るための可変用モータの回転数に基づいてホイールベース長を検出するものであるが、例
えばストロークセンサを用いてホイールベース長を直接検出するものであってもよい。ま
た、移動体Ｘの傾斜状態を検出することでホイールベース長を検出するものであってもよ
い。つまり、ホイールベース長検出センサ１１は、ホイールベース長に関するホイールベ
ース長情報を取得できればよい。
【００５６】
　また、上記実施形態では、レーザレーダ１０を用いて移動体Ｘの前方を監視したが、こ
れに代えて若しくは加えて、その他の監視センサを用いて移動体Ｘの周囲（後方、側方）
を監視してもよい。また、上記実施形態では、ホイールベース長に応じて、障害物検出ゾ
ーンＺのエリアＣ１～Ｃ３，Ｌ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３を変更したが、エリアＣ１～Ｃ３，
Ｌ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３の少なくとも１つを変更すればよい。
【００５７】
　なお、移動体Ｘが前方へ旋回走行している場合には、障害物検出ゾーンＺとして、移動
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体Ｘの前方において旋回進路（カーブＲ）に沿って前方側が屈曲するような四角形形状に
拡がる障害物検出ゾーンが設定される。直進時の障害物検出ゾーンＺの各エリアと旋回時
の障害物検出ゾーンＺの各エリアとでは、同じ最高速度がそれぞれ設定されてもよいし、
旋回時の障害物検出ゾーンＺの各エリアの方に低い最高速度がそれぞれ設定されてもよい
。また、旋回時の障害物検出ゾーンＺの各エリアには、カーブＲが小さいほど低い最高速
度がそれぞれ設定されてもよい。
【００５８】
　また、上記実施形態では、障害物検出ゾーンＺにおいて９つのエリアＣ１～Ｃ３，Ｌ１
～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３を設定したが、エリア数は必要に応じて変更してもよい。さらに、エ
リアを設定せず、ある関数によって最高速度を設定してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明によれば、ホイールベース長を変更可能な移動体において、減速制御を適切に行
うことが可能となる。
【符号の説明】
【００６０】
　１…走行支援装置、１０…レーザレーダ（障害物情報取得部）、１１…ホイールベース
長検出センサ（ホイールベース長情報取得部）、１５…ＥＣＵ（減速制御部）、Ｃ１～Ｃ
３，Ｌ１～Ｌ３，Ｒ１～Ｒ３…エリア、Ｘ…移動体。

【図１】 【図２】
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